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添 付 

【参考資料】大規模災害下における子ども支援の拡充についての提言 
 

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 
2025年 2月 

 
提言１. 災害発生時の緊急対応および復旧・再建・復興のプロセスにおける子どもの意見反映の促進を 

 
1. 平野裕二訳 『子どもの権利委員会 一般的意見 12 号（2009 年）』 パラグラフ 125-126 
 

１０．緊急事態下における実施  
１２５．委員会は、第 12 条に掲げられた権利は危機状況またはその直後の時期においても停止しないことを強
調する。紛争状況、紛争後の解決、および緊急事態後の復興において子どもたちが重要な貢献を行なえることを
示す証拠はますます蓄積されつつある [20]。そこで委員会は、2008 年の一般的討議後の勧告で、緊急事態の
影響を受けた子どもたちが、自分たちの状況および将来展望の分析への参加を奨励され、かつ参加できるようにさ
れるべきことを強調した。子ども参加は、子どもたちが自分たちの生活をふたたびコントロールできるようにするうえで役
立ち、 立ち直りに寄与し、組織的スキルを発展させ、かつアイデンティティの感覚を強化する。しかし、 トラウマにつな
がるまたは有害である可能性が高い状況を目の当たりにすることから子どもたちを保護するための配慮は必要である。 
[20] “The participation of children and young people in emergencies: a guide for relief 
agencies”, UNICEF, Bangkok (2007).  
 
１２６．したがって委員会は、締約国に対し、子どもたち、とくに思春期の子どもたちが、緊急事態後の復興プロセ
スおよび紛争後の解決プロセスの双方で積極的役割を果たせるようにする機構を支援するよう奨励する。プログラム
の事前評価、立案、実施、モニタリングおよび事後評価において子どもたちの意見が募られるべきである。たとえば、
難民キャンプの子どもたちに対し、子どもフォーラムの設置を通じて自分たち自身の安全およびウェルビーイングに貢献
するよう奨励することが考えられよう。子どもたちがそのようなフォーラムを設置できるようにするための支援が与えられ
なければならない。他方、その運営が子どもたちの最善の利益および有害な経験から保護される権利と合致するこ
とを確保することも必要である。 

 
2. 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 『Hear Our Voice1 子どもたちの声～子ども参加に関する意識

調査～（2011 年）』 https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=434 
■アンケート対象 

＜対象地域＞  宮城県 石巻市、東松島市 ／岩手県 釜石市、陸前高田市、
山田町  
＜対象学年＞  小学 4年生～高校 3年生  
※調査は教師のガイダンスによる自由記式で実施した。その結果、計 89校（小
学校 55校、中学校 29校、高校 5校）から 11,888 票を回収。 
＜有効回答数＞11,008 票（有効回答率は 92.6%）。 

https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=434
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3. 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 『2024 年能登半島地震子どもアンケート～震災から半年 いま伝

えたい子どもたちの声～（2024 年）』 
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=4535 

 
■アンケート対象 
 〈主な対象地域〉 石川県七尾市、穴水町、能登町、珠洲市、輪島市（セーブ・ザ・チルドレン活動地域）  
※対象地域以外でも被災の影響を受けた子どもたちがいるため、上記以外の地域の子どもも、オンラインフォームより回
答可とした。  
〈対象学年・年齢〉 小学 4年生から高校生世代 
〈有効回答数〉 アンケート用紙での回答 1,764 件 、オンラインフォームでの回答 289件、合計 2,053件  
※対象学年・年齢（小学4年生から高校生世代）以外の回答もあったが、対象学年・年齢未満は有効回答数に含
め、対象学年・年齢を超えている回答は対象外とした。 
 

https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=4535
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■参考：2024 年能登半島地震子どもアンケート～震災から半年 いま伝えたい子どもたちの声～

（2024 年）に寄せられた子どもたちの声 

 

●復旧・復興の状況  

 復興が進まないのは、能登の人口が少ないからなのか。この地震以降、過疎もおそらくもっと進

み、人口はより減るだろうと 思う。しかし、人口が少ないからと言って、そこに住んでいる人もい

ないわけではないんだから、もう少し復興を急いでほしい。 これが東京や大阪で起こったのな

ら、こんなに復興が遅いわけがないだろう。都市と地方の格差を実感した。もう少しお金を復興

支援に回してほしい。勉強・学習について、地震後はオンラインで授業を受けていたが、回線がと

ても重く、すぐに固まったり途切れたりしてしまった。学校の回線をもう少しいいものにしてほし

い。（七尾市、中 3、女） 

 

●子どもの過ごす場所  

 グラウンドにはかせつじゅうたくが立っているから、外であそべるところがほしい。（珠洲市、小

4、女）  

 じしんがあってしかたないと思うけど公園など自分たちの力でいけていた場所がどんどんかせ

つじゅうたくになるのでみんなでしゅうごうするばしょがほしい。（珠洲市、小 6、男） 

 中学生がすごせる場所、自転車でも安全に交通できる道、がほしい。（遊びや勉強スペース、学校

行事ができる所）（輪島市、中 1、女） 

 

●学校生活、学びへの影響 

 マリンタウンの競技場が仮設住宅で埋め尽くされ、部活をしたいのですが、できません。新しい競

技場を作ってください。（輪島市、中 2、男）  

 地震で習い事やじゅくが減ってしまって、地震後、珠洲を離れた子達と、大きな学力の差ができ

てしまったと実感した。被災 地にいても充実した学習をさせてほしい。（珠洲市、中 3、女） 

 

●生活や住宅への支援、経済的支援  

 道路の復興を進めてほしい。被災した人への支援をもっと厚くしてほしい。（家を失った人や家を

修理しないといけない人のためにお金の給付など）（能登町、高 2、女）  

 家を再建するお金はどうするんですか。ぎえん金がもっとあるとうれしいです。（珠洲市、小 5、

男）  

 地元は離れたくないし、でも、お金がなくて、ふつうの日常を過ごせてません。どうか生活費だけ

でもください。おねがいします。 （輪島市、中 2、女）  
 

設問：（1）-3. 具体的にどんなことを伝えたいか、あなたの思いや意見をくわしく教えてください。（自由記述で 676 

件寄せられた声をセーブ・ザ・チルドレンにてカテゴリー分けし、一部掲載※（ ）内は地域、学年、性別） 
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4. 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン『石巻市子どもセンター引渡式：夢のまちプランがついに現実に！
（2013年）』 https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=1355 
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン『子どもをはじめ町民の笑顔でいっぱい！山田町ふれあいセンターが
オープン！（2016年）』 https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=2268 

 
提言 2. 平時の防災計画や取り組みにおける、子どもの意見反映を保障する施策の推進及び体制の整備を 

 
5. 外務省『仙台防災枠組 2015-2030（仮訳）（2015年）』 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000081166.pdf 
 

IV. 優先行動 
優先行動４︓効果的な応急対応のための災害への備えの強化と、復旧・再建・復興におけるより 良い復興
（Build Back Better） 32. 災害リスクに晒されている人と資産を含む災害リスクが増大し続けていることは、過
去の災害の教訓と併せ、応急対応への備えを一層強化し、災害を予期した行動を行い、対応準備に災害リスク削
減を統合し、そしてすべてのレベルにおいて効果的に対応・復旧するための能力を確保することが必要であると示してい
る。女性や障害者に力を与え、男女平等やユニバーサルアクセスを可能とする対応・復興再建・復旧アプローチを公的
に牽引し、促進することが鍵となる。これまでの災害に鑑みると、災害の復旧・再建・復興段階については、その備えを
発災前に準備しておく必要があり、さらに、国やコミュニティを災害に対して強靱なものとしつつ、災害リスク削減を開発
施策に取り込むことなどを通じ、より良い復興（Build Back Better）を行う重要な機会となる。 

 
V. ステークホルダーの役割  
36. 各国は、ステークホルダーの具体的役割及び責任を決定する際に、また同時に、関連する 既存の国際的な仕
組みを活用する際に、全ての官民のステークホルダーに対して以下の行動を奨励する︓ 
 (a) 市民社会、個人ボランティア、ボランティア団体とコミュニティ団体は、  
-公的機関と連携し、特に災害リスク削減のための規範的枠組み、基準、計画の立案と実施において、具体的知識
と実用的助言の提供を行うために参加する  
-地方、国、地域及びグローバルのレベルの計画や戦略の実施に従事する  
-災害リスクについての意識啓発、予防文化及び教育に対して貢献及び支援する  
-各グループ間の相互連携を強化するような強靱性のあるコミュニティ及び包摂的で全社会型の災害リスク管理を、適
当な場合、提唱する。  
 
この点について、以下の点に留意する︓ 
(i) 女性とその参画は、効果的な災害リスク管理と、ジェンダーの視点に立った災害リスク削減政策、計画、事

業の立案、資金調達、実施において重要である︔また、災害への備えについての女性の権利拡大と、被災
後の代替生活手段に関しての能力構築のためには、十分な能力開発の取組が必要である︔  

(ii)  子供と若者は変革の主体であり、法律、国内での慣行、教育カリキュラムに則り、防災に貢献できるように、
物理的空間と手段が与えられる必要がある︔  

 
6. 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン『2011年東日本大震災後に中高生が果たした役割（2013

年）』https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/yakuwari2013.pdf 

https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=1355
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=2268
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000081166.pdf
https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/yakuwari2013.pdf
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公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン『2018年西日本豪雨時に子どもたちが果たした役割（2020
年）』https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/yakuwari2020.pdf 
岩手県『東日本大震災津波を教訓とした防災・復興に関する岩手県からの提言（2015年）』 P.28 
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/174/teigen_all.
pdf 
 

 
 
提言３. 被災の影響を受けた子どもが学び・育つ権利を保障するために、公的支援制度の拡充を 
 
7. 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）第四条第一項第八号 第四条第一項九号

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_a1.pdf 
 

8. 内閣府『災害救助法の制度概要（2023年）』 P.141-142, P.47 
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_b2.pdf 

 

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/yakuwari2020.pdf
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/174/teigen_all.pdf
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/174/teigen_all.pdf
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_a1.pdf
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_b2.pdf
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9. 文部科学省『災害に関する支援制度について（2021年）』

https://www.mext.go.jp/content/20210707-mxt_kouhou-02-000016657_1.pdf 
 

 
 

https://www.mext.go.jp/content/20210707-mxt_kouhou-02-000016657_1.pdf
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10. 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン『能登半島地震・豪雨緊急復興支援「能登子どもサポート給付金」2,882
件の申請 アンケート調査結果速報:被災後の家計、赤字の子育て世帯が 4倍以上に（2024年）』
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/press.php?d=4620 

 
■アンケート対象 
〈対象者〉「能登子どもサポート給付金」申請者（任意回答）（発災時に石川県七尾市、穴水町、能登町、珠洲
市、輪島市のいずれかに在住し、住宅が一部損壊以上の子育て世帯） 
〈対象学年・年齢〉小学 6年生から高校生世代 
〈有効回答数〉2,882件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

■参考：能登半島地震・豪雨緊急復興支援「能登子どもサポート給付金」アンケートに寄せられた声 

 
 報道はされていませんが、心のケアが今も必要な子がいます。その家族、本人を支える支援が足りて

いないと感じます。また、2 次避難すると本当に教育面でお金がかかります。給食費、教材費、制服代、

部活動費など。就学支援制度は区域外就学なら使えますが、被災地の学校に籍を置いて、一時的に 2

次避難先の学校に体験入学している場合は、使えません。罹災証明の判定にかかわらず、被災者みな

さんの平等な支援を願います。（珠洲市、中 1 世帯） 

 住宅は一部損壊で暮らしはできるが、当たり前に水が出ない、当たり前の暮らせない家庭への補助が

ないし半壊以上は対象者になるが、お金が当たり前にかかる子育て世代は全く支援されず全てにおい

て税金の免除や減免も半壊でなければ受ける事ができません。一部損壊でも苦しい子育て家庭はたく

さんあります、多子家庭の補助、減免をして頂きたいです。（七尾市、高 2、小 6 世帯） 

 賃貸物件がなく、住む場所をどうすべきか悩んでいます。早く住める場所が選べるくらいに住む場所

が増えることを願います。仕事もなくなり変更せざるをえなかったり正規の仕事もなかなか見つから

ないのも不安です。（穴水町、小 6 世帯） 

 生活再建支援金や義援金を貰っても、今の現状では正直生活がキツイです。ギリギリです。食べ盛り育

ち盛りの子ども達を抱えている側にしたら、キツイですよね。お腹いっぱい食べさせてあげたい。（輪

島市、高 1、中 3、中 2 世帯） 

 
設問：Q . そのほか、能登半島地震、奥能登豪雨の影響で不安に思っていること、またそれについて国や自治体、社会へ

要望があればお書きください。（任意、自由記述）※一部抜粋 

子どもに関する自由記述 *（）内は、発災時の居住自治体、子どもの学年は申請時点 

 

 

https://www.savechildren.or.jp/scjcms/press.php?d=4620
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11. 内閣府『避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）（2016年策定、2024年改
定）』（１6．女性・子供への配慮）P.51-52 
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_guideline.pdf 

 

 

12. 『人道行動における子どもの保護の最低基準 第 2版（2019年版）』 基準 15： 子どものウェルビーイングのための
グループ活動 P.208-217 https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/cpms2.pdf 

 
13. 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 『2024年能登半島地震子どもアンケート～震災から半年 いま伝えたい

子どもたちの声～（2024 年）』  
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=4535、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン
『能登半島地震・豪雨緊急復興支援「能登子どもサポート給付金」2,882件の申請 アンケート調査結果速報:被災
後の家計、赤字の子育て世帯が 4倍以上に（2024年）』
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/press.php?d=4620 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_guideline.pdf
https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/cpms2.pdf
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=4535
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/press.php?d=4620
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提言 4. 国際基準を適用した子ども支援施策を 

 
14. 『第２１６回国会における石破内閣総理大臣所信表明演説（2024年）』

https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2024/1129shoshinhyomei.html 
 
15. 『人道憲章と人道対応に関する最低基準（2018年版）』 P.4 

https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2019/10/spherehandbook2018_jpn_web.pdf 
 
16. 『人道行動における子どもの保護の最低基準 第 2版（2019年版）』

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/cpms2.pdf 

■参考： 

2024 年能登半島地震子どもアンケートに寄せられた声 

 地震前は朝や、昼休みでいつもだったら体育でドッチボール、おにごっこ外でかくれんぼや、サッカーな

どで遊べたけど地震後 （今）だったら外でも、体育館でも遊べないからたいくつになる。（輪島市、小 5、

男） 

 輪島市は道路もガタガタで、家も 1 月 1 日 4 時のそのままで、どれだけ月日がたっても、すてきな輪島

の姿がまだまだ見れません。私は、家がつぶれ、仮設住たくが建ったことにより、子どもの遊び場所がな

くなったことにとても残念です。私たちの遊び場をもうけてください。（輪島市、中 1、女） 

 グラウンドや体育館が使えないから、小学校最後の年に、スポーツ少年団の活動ができなくて悲しいで

す。（無回答、小 6、 男） 
設問：（1）-3. 具体的にどんなことを伝えたいか、あなたの思いや意見をくわしく教えてください。（自由記述で 676 件寄せられた声を

セーブ・ザ・チルドレンにてカテゴリー分けし、一部掲載※（ ）内は地域、学年、性別） 

 

「能登子どもサポート給付金」アンケートに寄せられた声 

 学校のグラウンドに次々と仮設住宅が、建てられ小学生の活動できるスペースがなくなっている。（輪島

市、高 1 世帯） 

 学校や習い事など未来ある子どもたちの活動場所に制限があり、あとまわしにされている感がある。あ

っという間に大きくなり、子どもらしい経験をつめないまま大人になるという危機感がある。（輪島市、

高 1 世帯） 
設問： Q. そのほか、能登半島地震、奥能登豪雨の影響で不安に思っていること、またそれについて国や自治体、社会へ要望があればお

書きください。（任意、自由記述）※一部抜粋 子どもに関する自由記述 *（）内は、発災時の居住自治体、子どもの学年は申請時点 

 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2024/1129shoshinhyomei.html
https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2019/10/spherehandbook2018_jpn_web.pdf
https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/cpms2.pdf

